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【茂雄のカラフルイラスト】

【年末年始休暇のお知らせ】
12/29～1／3

１２月の予定
・12/1～7日 障害者週間展示参加
・12/22（土）クリスマス会

３１年１月の予定
・1/？？ 土曜日開所

１月号では、施設外作業先にインタ
ビューをしたいと思っています(^^♪

障害者虐待防止法・障害者差別解消法って？

精神障がいのバリアフリーを考える

９月行事報告

ハリマさんをご紹介

2018年度

北部ブロック合同運動会にいってきました！！

緑が丘文化祭に参加しました♬

三木市スポーツ大会に参加しました♬
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太郎の漫画

10月20日は三木市ふれあいスポーツ大会でした🌞

昨年三木山総合公園内に新しい体育館が出来たので、今年から

は体育館内でのスポーツ大会です☆

競技は、景品を自分で釣り上げる“釣り競技”、ボールが入った

ザルを引っ張る“ざる引き”、テニスラケットに乗せたボールのバ

ランスを取るのが難しい“スプーンレース”、今年度からの新しい

競技“お買い物レース”、みんな大好き“フライングディスク”“パ

ン食い競争”など盛りだくさんで、各競技楽しんで参加しました

(#^.^#)

お昼は、お楽しみの張家のお弁当で大満足でした( *´艸｀)

9/29(土）、土曜開所日にたこ焼きパーティをしました！やすら

ぎでは初めてです。ホットプレートは毎年バーベキューのとき

に焼きそばをつくるのに使っていましたが、たこやきの鉄板は

初体験でした。タコ入りのたこやきはもちろん、チーズ、ウイ

ンナー、キムチ、明太子などの変わり種にもチャレンジ！生地

も、明石焼き風やホットケーキミックスバージョンも用意して

みました。フルーツやチョコを具にして、おやつ感覚でいただ

きました。!(^^)! 丸い形にするの、上手になったよ！

ゲーム、“しゅりけんアタック”で出店しました。

赤・青・緑の忍者のまとのついた箱に手裏剣を１０個投げて、い

くつ入れられるか・・・一番たくさん入った箱の色と同じ色の景

品箱から、景品を１つえらべます♪ 手裏剣はメンバーさんが折

り紙でつくったもの！これが結構飛びます！！小学校４年生以上

の子どもたちは２ｍほど離れたところから投げましたが、１個も

入らなかった人はいませんでした。（残念賞はお菓子を用意して

いたけど・・・残念賞いらずでした）景品目当てに何回も来てく

れた子どもたちもいて、お店がにぎやかで楽しかったです。(^o^)

また、おばあちゃんや妹にプレゼントするからと、自主製品の

ティッシュカバーや小物入れなどを買ってくれた優しい子どもた

ち・・・ありがとうございました。

～障害者虐待防止法について～

2012年10月「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」（いわゆる障害者虐待防止

法）が施行されました。この法律は、障害者の虐待を予防、早期発見するために、虐待されていることを訴えら

れない障害者に対する虐待は社会全体で解決すべき問題であるとの見地から、虐待と疑われる行為を発見したす

べての国民に地方自治体への通報を義務づけています。虐待にあたる行為は身体的虐待だけではなく、性的虐待

や、心理的虐待、ネグレクト、経済的虐待も虐待行為にあたります。また、養護者にかかる重い負担が虐待の要

因となっていることもあるので、介護負担軽減のための相談、指導及び助言や福祉サービスを利用してもらうな

どの支援により負担の軽減を図ります。福祉事業所でのニックネーム付け（～ちゃん）も虐待に当たると研修で

学びました。ニックネームを希望される方もいますが、それは年齢ごとに呼び方が変化していく経験がなく希望

されている場合があることに気づかされました。研修後支援者と利用者の間で一人の大人への対応として、やす

らぎ工房でも話し合い、「～ちゃん」から「～さん」へと変更しました。

～障害者差別解消法について～

2016年4月「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（いわゆる障害者差別解消法）が施行されまし

た。この法律は、障害による差別を解消し、誰もが分け隔てなく共生する社会を実現することを目的としていま

す。ここでいう「差別」には、障害により発生する困難さを取り除くために行う合理的配慮が行われていないと

いう意味での差別も含みます。やすらぎ工房では、メンバーさんそれぞれに応じた作業をしやすくする冶具を用

意しています。但し、動かすことで可動域を維持・拡張したいメンバーさんには、あえて手助けを少なくしたり

と、個別の対応をしています。

北部ブロック運動会～１０月４日

今年は丹波市にある柏原住民センター内アリー

ナで開催されました。メンバーさん７名、職員８

名の合計１５名が社協バスにて現地に向かいまし

た。ラケットリレー、フライングディスク、ボー

ル送り、デカパン競争…etc。みんな様々な種目に

一生懸命に汗を流しそしてやすらぎ工房も入った

青組が見事一等賞をとりました！帰りは西紀サー

ビスエリアにより皆思い思いに買い物を楽しみま

した。

バリアフリーを考えた時に、物理的に便利になって

きていると感じます。その便利さは障がい者、健常者

変わらず便利だと感じますし、これからもどんどん発

展し続けていくのだろうなと思います。

現代社会では４～5人に一人は精神的なしんどさを

抱える時代と言われています。

そんな中、精神障がい者にとってのバリアフリーと

いうのを考えてみると見えにくく、物理的ではない部

分があります。道具的な便利さはさることながら、精

神的なサポートが精神障がいのバリアフリーと言える

と思います。症状や環境により一人一人抱える心のし

んどさは違いますが、障がいを知り、気にかける所が

入り口になるのではないでしょうか。

そのためにも、「精神障がいって何だろう？」とい

うところから私たちも積極的に啓発を行い、互いに理

解し合い支え合い過ごしやすい環境を作っていけるよ

う努力したいと思います。




